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１ 開会≪９：３０≫ 

 

２ 会長あいさつ 

会長 皆さんおはようございます。前回会議では午後からの開催予定でしたが、

町長の都合により午前中に何とか答申をお願いしたいということですので、午

前中の召集となりました。最近、新聞等でサミットが洞爺湖町で開催されると

報道されておりますが、そういう国際会議が我町で開催されれば願ってもない

ことで世界中に発信され認識されますので、そういうことになっても動揺せず

にメリットを求めていく体制が必要と思います。色々考えましたが、たしかに

風光明媚で警備関連にも適しておりますが、景色と温泉程度しかないのでは世

界中の人々が注目するのには、資源が乏しいのではないかなと思います。最後

に問われるのそこに住まれる人が何を考え何をもってサービスとするかに落ち

着くと思いますが、沖縄は上手に立ち回って世界中に認識され、そのメリット

はいまも続いている訳です。きっちり受け止めていく姿勢が大事かなと思いま

す。簡単ではございますが、ご挨拶にかえさせて頂きます。 

 

事務局 本日の会議ですが、委員１０名中９名の出席です。早速会長の進行に

より議事に入ります。会長よろしくお願いします。 

 

会長 それでは、前回会議で残っていた大綱の具体的施策における実施項目に

ついて、議題とします。説明をお願いします。 

 

事務局 最後の実施項目で残っておりました、給与の関係ですが、給与の独自

削減として、改革の項目は給料・諸手当等の見直しです。現状と課題は職員の

給料・手当て等については、これまでも見直しを行ってきたが、合併後の厳し

い財政事情や国の動向を踏まえ、中期的な財政見通しをたてて給料・手当て等

の削減が必要であるということで、給与の独自削減を実施するということにな

りました。年度別の計画でございますが、１９年度から３年間を集中的に実施

し金額的には、単年度１億５千万円の削減を実施するものであります。３年間

の集中的な考え方は起債の償還のピークが２０年度、２１年度に迎えるという

こともありまして、さまざまな改革や受益者負担の見直しを図るということで、

当然、職員も役場全体の人件費の抑制というのは実施しなければという考えに

基づいております。なお、後ろの２ページですが総括ということで、実施計画

の主な数値目標を整理しました。歳入については６千万円、歳出については８

２７，６６９千円となっており、今後も見直しをして歳出の削減を図って行き

たいと思います。以上です。 



会長 一番、財政の中で大きなウエイトを占める給与の関係ですが、何かご意

見ありますか。 

 

委員 ４億５千万とありますが、率にしますとどの位になるのですか。 

 

事務局 給与の削減ですが、削減の考え方は昨年の予算編成や１９年度の予算

編成において、財源対応で１８年度は１０億円の繰入れをし、実質は８億円の

財源不足があり、１９年度については現在編成中ですが、１０億程度の財源対

応が必要となっております。そういうことから、給与の独自削減については、

１０億の歳入不足に対する基金依存度を縮小していこということから、単年度

１億５千万円という努力目標ということで進めていきたいということでありま

す。この実施に当たりましたは、色々な調整が入ってくると思いますが、その

中で目標値に近づけていきたいというものであります。 

 

委員 質問の内容が説明不足でしたが、現在の職員の給与に対して、この１億

５千万円は何パーセントの率になるか知りたかったのですが。 

 

事務局 現在、１８年度当初予算ベースで特別職を含めて約１５億でございま

す。それから、この１億５千万ということであります。 

 

委員 そうすると、１０％ということですね。努力目標としては。 

 

事務局 予算からすると、そうなります。 

 

副会長 職員の給与が出たのですが、議員などの中から町長の報酬が高いので

はないかと、自主的に下げる考えはないのかという話しが出ているのですが、

この中で強く発言してくれといわれております。合併の時に決めたのですとい

う話をしたら、合併のときは合併で財源が足りないのであれば元々旧虻田町長

は独自削減をしていたのだから、職員の生活給を減らすより、そっちが先では

ないかというのです。そうしたら議員の報酬も削減するぞといったら、それは

勘弁してくれといわれましたが、そういうことにはならないと思うのです。 

 

委員 町長の給料はいくらなのですか。 

 



副会長 ８０７，０００円です。旧虻田町は、自主的に下げていたのです。そ

れを今度合併したから、そのままでなく今度も下げた方がいいのではないかと

いう議論なのです。 

 

委員 いま人口は約１万１千２００人です。２７０億の借金を一人頭で逆算す

ると、１６０万円となりますが、生産年齢で計算すると２０歳以上７０未満で

は６千人なのです。そうすると私の計算でいくと２６０万円に跳ね上がるので

す。町長も議員も借金財政で大変という認識がないのです。どんどんきつくし

ないと、特に議員は何をやっているのか。倒産ということが近くに見えている

の、その認識が薄いのでは何の意味もないと思います。 

 

会長 補足しますが、特別職の報酬を決めましたが、これはあくまで新町の報

酬審議会が出来るまでの暫定措置としておりますので、１年経過しましたので、

いつでも審議会を立ち上げ見直しすることは出来るのです。 

 

委員 給与の問題ですが、特別職は報酬審議会で同等の市町村や近隣市町村を

調査しながら特別職の報酬審議会で答申をして、議会に諮っていくことになっ

ているので、そういうルールはきちっと守っていかなければ、いかに行財政改

革審議会とはいえ、住民が多すぎるのはないかということをいっても、実際い

まの金額が多いのか少ないのかは解らないのですから資料がないので、ですか

らいまのような厳しい財政状況の中にあって町長や議員については適正な給与

について厳しく検討してほしいという状況をつくることでいいのではないです

かね。それを半分にするとか、そういう踏み込んだことは議論できないのでは

ないですかね。それから一般職については、争議権とかないので交渉が出来ま

せん。そのため人事院制度があり国が調査し民間と比較し、低ければ上げなさ

いという制度で、それを尊重して給与は作り上げているのです。一方的に赤字

だから苦しいから１０％カットしますよとか、半分にしますよというのは乱暴

であると思います。ただ、町独自で手当てや職階の渡りなど上乗せした制度が

あるのであれば、それを正常に戻して、物件費等を節減したうえで、更に不足

が生じている場合は最後の手段として一律にカットするのはいいと思いますけ

ど。 

 

副会長 給料表を見ると、高い給料とは思いませんね。 

 

委員 ラスパイラス指数など指標はありますが、何万人の中での給料と２百人

の給料では分母が違いますので、一律にはどうかと思いますが、一応目安には



なりますので、その辺で比較をすることが必要だと思います。ただ、従来でい

けば係長にならなければもらえない級に係長でなくとも、到達している場合が

色んな事情であるようですので、まずそれからと思います。 

 

委員 町長の給料が高いと、その根拠はなにかというと、その対象となる議員

や助役の給料と比較して極端な差があるのであれば、カットすべきと思います

が、ただ単に高いというのは如何なと思います。一般町民から見れば高いと思

うのは解りますが。ただ、給料以外の手当などが多いのではないかということ

でカットするというのは解りますが、本給をカットするのは大変なことなので

すよ。 

 

委員 私も単に町長だけにはならないと思います。やるのであれば議員を含め

て考えないと。やはり町長は付き合いが多く、自分の暮らし以外に相当の部分

があることを考えていかないと、ただ単に高いことにはならないと思います。 

それと、街中で色々話しを聞くと、町の一般的なサラリーマンがもらっている

給料と公務員がもらっている給料は、非常に差があるのは実情で、町の人はど

う思っているかというと、もらい過ぎだと、こんなに違うのかと、何で我々と

比較して倍も仕事しているという訳ではないのに、こんなに違うのかと思うの

です。民間は従来からリストラや給与削減など厳しい戦いを実施して残ってき

ているので、これからは公務員が厳しい風にさらされてくると思います。私は

ここだけは別という考えにはならないと思います。町民を巻き込んで仕事をす

る以上は、自分達の身もしっかり正していかなければならないと思います。町

民の理解の得られるような体系にしてほしいと思います。 

 

副会長 胆振管内では６番目なのですよ。 

 

委員 いま洞爺湖町というのは、どういう危機にあるか考えますと、他の町が

どうかということではなく、倒産という寸前にきているのだから、もっともっ

と厳しさを増していかないと。 

 

副会長 早く報酬審議会を開いて、そこで検討するよう助言することでいいの

ではないですか。 

 

委員 最初からかみ合わなかったのですが、洞爺湖町は倒産寸前ですよという

言葉が出ておりますが、非常に財政は厳しいということは認識していますが、

合併協議会の中では、合併特例債や基金などがあって１０年間辛抱すれが、あ



る程度健全な町の運営があって見通しがあって合併しているのですが、それは

変わっているのでしょうか。 

 

事務局 合併時の財政基盤強化の中で協議してきましたが、その後の国や社会

情勢の変化によって、それ以降の構造改革として国における行財政改革が行わ

れています。新町においても推計していた中で多少違いが出てきており、再度

財政状況を見通して取り組まなければと思っております。新町建設計画の財政

計画においては、当該年度５年間の基金充当で今後１０年間、財政の建て直し

をすることになっております。その中で国の施策等により歳入が落ち込むなど

の現状により新たな財政推計の中で、行財政改革を進めていかなければならな

いだろうということであります。財政的に危機かどうかということは、このま

までいくと、そういうことになることは確かに予想されます。町政懇談会でも

お話ししておりますが、大きな財政指標の考え方が変わってきており、制限が

かかってくることもあり、そういうことからも厳しさは現実的にあります。 

 

会長 給与の問題は一人当たりいくら払うかより、総額なのです。一人当たり

を減らせなければ人数を減らすしか方法はないのです。総額で１０％削減して

１億５千万円を３年間落としていかなければならない計画を案として作ってい

る訳です。いまは格差時代で下は１３万円の初任給も払えないところから２０

万円のところもあるのです。反対に地方公務員の給料はどこに置けばいいのか

ということ問題になるのです。いままでは日本の給料体系は多少の格差はあり

ましたが、大きな開きはなかったのですが、いまは大きな格差がついでいるの

です。１０％減らされても回りがどんどん上がっていけば、減らされないとい

う難しい状況にあるのです。 

 

委員 我々が作った借金をだらだらと、次の世代に残してはならないと思いま

す。自分達が作った借金は自分達の責任において、次の世代に残してはならな

いという覚悟で実施しなければ。 

 

会長 借金つくってきたわけです町は、全国的にも同じですが、日本の信用度

の問題にも発展していくのですよ。 

 

委員 合併して大型都市が出来て地域差がますます激しくなると思います。い

くら町起こししても小さい町は力がないので、それに合わせて給与なども右な

らえでくるのであれば、借金したくなくても借金しなければ地方は疲弊する一

方なのかなと思うのです。 



副会長 職員の給与は削減していくのであれば、いい人材が集まらなくなると

思うのです。 

 

委員 これは退職する人がいるから、そういう分も含まれているではないです

か。給与カットを見込んでいるわけではないでしょう。 

 

事務局 給与カットの分です。 

 

委員 まったくの本給からのカットなの。 

 

委員 ある程度は入っているのでしょう。退職の分も。 

 

事務局 この１億５千万円は、独自の給与カットで退職者の分は別の項目で掲

げております。今回の分は独自の削減であります。 

 

委員 そうすると聞きたいのですが、例えば手当ての率が多かったとか、独自

の手当てを元に戻しますというのは解りますけど、給料表の本俸を一律に５％

や１０％カットしましょうという考え方なのですか。 

 

事務局 給与の独自削減ですが、合併時において町村間に給与の格差はありま

したが人事院勧告に基づき進めてきました。諸手当については合併時に見直し

した経緯があります。本町のラスパイラス指数も１００を少し下回っているの

ではないかなと思います。そういう中で今後１０年の間に退職やその不補充を

推計した中で削減額を出しています。今回は職員自ら削減するということで、

現在の給与総額から総体で１億５千万円を削減する目標を掲げているところで

す。 

 

副会長 職員自ら、ここまで削減するのであれば議員も削減するという話しに

はならないのかな。 

 

委員 悲観した部分ばかりではないですよ。まだまだ観光資源などない町村も

英知を出して生きているわけです。民間でも英知をだしてがんばっているとこ

はたくさんいるのです。職員含めて勉強する必要があります。 

 



会長 給与は減らすとか増やすというと難しいので、最後は数字なのです。中

身が中々検索されない。一人当たりの給与は１０％削減すればいいですが、職

員の生活が出来なくなれば何にもならないじゃないかとなるのです。 

 

委員 一律カットはいうやり方は、公平に見えてもやる気のある人が辞めてし

まうことにもなりかねないので、そういう若い人が転職してしまうようなこと

ではどうにもならないので、こういうやり方は最後の手段で１年間か２年間が

んばってくれというときにする手法だと思うのです。ですから１億５千万円を

３年間やりますよというやり方は、例えばいままで甘く給料を運用で上げて来

たのだという部分を見直そうという考え方があると思うのです。それをきちん

と実施してもらいたい。一律カットは慎重に考えて頂きたい。 

 

副会長 給料表ここに出ていますが、これは人事院勧告にあった給料表なので

しょう。 

 

事務局 諸手当、給料について説明しますが、旧洞爺村、旧虻田町でそれぞれ

人事院勧告に基づいた給料表で実施しておりましたが、合併のときに全体の見

直しをしておりますが全国的に問題となっている不適切な特殊勤務手当て等は、

実施しておりません。特殊勤務手当ては野犬掃討、特殊自動車、劇薬取扱、害

虫駆除の４つしかありません。給料表関係の条例提案は３月予定しております

が、人事院勧告による新給与制度で支給額を下げる制度導入を予定しておりま

す。それによって現在の給料表より全体で４．６％の削減となるものです。そ

の制度でいけば、いままで一つの役職で級を跨いでいることもありましたが、

それは職階を決めまして発令がなければ、ずっとその級が当てはまり最高号俸

にいる方は昇給停止ということになり特例も認められていません。しかし現給

保証をしますので、給料表に当てはめたときと現給に差額がある場合は、到達

するまで昇給しないということになります。全道的にも導入が少ないですが、

今回導入するものであります。本日の実施計画は低くなった給料表から更に独

自による削減を実施するものであります。さきほどの財政危機に関連しますが、

いわゆる再生法という、破綻する前に網を掛けてしまおうという仕組みが作ら

れております。まだ全容が出ておりませんが、指標の一つに実質公債費比率が

あり全体の連結で考えているようで、とにかく借金を減らしていこうというも

のであります。 

 

会長 かなり原案もしぼり抜いたものと感じます。 

 



委員 職員の給与は人事院勧告で決まっているのですよ。ある程度。私たちが

就職したときに一番あこがれたのは官庁なのですよ。官庁は頭のいい人が集ま

っているのだから、その人達が色々財政を検討してもらって、給料は最後です

よ一番。 

 

委員 さきほどから町長や議員の報酬関係がありましたが、議員は３０万でも

５０万円でももらっていいと思います。ただ働きが見えないからそういう話し

になるのであって、働きが見てこれだけ出しても当然となれば、３０万でも５

０万でもいいと思います。職員の給与については１億５千万円のカットで３年

間実施するということですが、やはり公務員は給料はいいと思います。ボーナ

スにしてもいいと思います。それが町民の思いです。言葉でいくら見直しをし

ても中々数字的には出ないので、事務局も１０％ということで出して１９年度

から実施して、ある程度見通しが良くなって職員ががんばったのであれば元に

戻すことができるのですから、合併という機会に役場に入った意識を持っても

らうためにも、このとおり実施して頂きたいと思います。 

 

会長 だいたいその辺に話しは落ち着いてきているのですが、給与が多いか少

ないかというのは、仕事の量にもよると思うのですよ。成果が見えないという

か。民間の場合は何かをしようとする人にはリスクがありますよね、そのリス

クに対して企業は給与という形で見ているのです。ところが公務員はリスクを

与えてしまうと、誰が取り返すかというと納税者なので、職員の中にはリスク

をしょってまで突っ込んで、責任を取らされるのはばからしいという雰囲気を

作ってしまうと、なかなか進まないのです。ただ合併によって職員のかなり積

極的になってきており、これを摘んでしまうと、やったら損だと思われるので

沈滞化してしまう。年間１億５千万円という大きな金額を削ってまで改革をし

ようというのは、大きな変化だと思います。 

 

副会長 事務局に確認したいのですが、新しい給料表になったらこれだけ減額

になるの。ならないでしょう。 

 

事務局 どんな給料表であろうと、そこから削減するということですよ。新し

い給料表に移行した際の差額は見込んでいません。実際の削減額です。 

 

会長 これだけ厳しいやり方しても公債費は中々減りません。３年間ですから

厳しいですよ、やらないとどうにもならないので、ぎりぎりの数字を載せてき

たと思うのです。これに向かって全庁上げていくしかないのかなあと思います。



最後にこれが出てきましたが、やはり最後はこれなのです。土木費などと違っ

て給与費は金額しか目にいかないので、サービスの基準を見定めて給与とのバ

ランスを考えていかなければなりません。 

 

委員 国の予算委員会でも自分達の収入が少ないとよく聞きますが、政党助成

金など受けていても少ないといっております。そんな状態の中で末端の町村職

員がやる必要あるのかといいたくなるのですよ。国が財政状況を考えていかな

ければ。 

 

会長 公定歩合も上がり経済の波乱が再びあります。そういう中で地方財政が

どういうことになるか想像もできませんね。 

 

委員 目標として１０年間で実質公債費比率を１８％以下に落とすという大前

提があるのだから、そのために議論をしてきた訳ですので、給与の独自削減の

目標というのは、これを目標にして実施して頂いて３年後の経済情勢や環境が

かなり変わる要素は多大にあるので、その時に見直しする形でいかないと、１

８％以下にはならないと思うのです。たしかに非常にきついと思いますが、ぜ

ひこの目標に向かって実施してもらいたいなと思います。 

 

会長 そういう内容で締めてよろしいですか。この内容は甘い数字ではないと

いう認識でいることを付け加えて。（異議なし） 

 

会長 議題の２、洞爺湖町行政改革大綱の答申案について説明お願いします。 

 

事務局 答申案について説明します。お手元の資料の１ページから４ページま

では先に承認頂いている骨格案と同じ内容であります。５ページ以降について

は、具体的な実施すべき事項が本部会議や審議会の議論を得て最終的に３９項

目の内容がまとまりましたので、その実施項目から大綱の文を作り直していま

す。なお、給与の独自削減については、本日そのような内容となったことから

文章を加えております。こういうことで大綱の答申案として本日付で審議会が

まとめた内容となっております。 

 

会長 お手元にあるのは、整理されている案ということだそうです。１０分間

休憩します。 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０２分 



会長 それでは再会します。答申案についてご意見ありませんか。 

 

委員 前回頂いた検討案の中に、それぞれの具体的施策の中に実施項目が記載

されていたのですが、今回の答申案にはそれが記載されていませんがどういう

ことからなのでしょうか。 

 

事務局 具体的な改革の内容については、実施計画にまとめるということにな

っております。大綱に実施の内容を記載すると、計画に変更が生じたときに大

綱まで修正する必要が生じるということで、大綱は概ね方向性を記載し詳細は

実施計画で記載することとしております。前回、項目を記載したのは、大綱を

検討する際に実施項目が記載されていた方が解りやすいと思い載せておりまし

た。 

 

委員 まえに検討したのを整理しただけですよね。内容的に大きく変わったと

ころもないし。 

 

会長 これは公開するのですよね。どれを公開するのですか。 

 

事務局 公開するのは、大綱と実施計画、それと６の基本方針を公開します。 

 

委員 この中に議員の報酬や定数を削減する方向を、含めておいたほうがいい

のではないですか。 

 

副会長 建議の中で意見としてはでておりますが。 

 

委員 そういう意味ではなく、大綱の中に盛り込んでほしいということです。 

 

委員 合併協議会の中で、１９年度から定数を削減することになっております

ので、その後に検討するべきと思います。 

 

委員 遠慮する必要はないと思いますよ。 

 

委員 遠慮ということではなく、２７人から１８人に定数が削減されるのです

から、それでどこまで議員ががんばって仕事をしてもらえるかを見てから、削

減は検討すべきではないかと思います。 

 



会長 虻田地区と洞爺地区の議員の割合をいっきに格差を付けてしまうのはよ

くないだろうと、合併協議で割合を定めて今回の１８という定数となっており

ますので、その実施の前に削減するのは少し難しいと思います。建議というこ

とで匂わせてはいますので。 

 

委員 わかりました。 

 

委員 意見の文書で番号の符番にミスがあるので、訂正して下さい。 

 

会長 これまで審議してきた内容は内部的な部分が多いので、外に向かってい

くような歳入を確保するようなことも必要ですね。 

 

事務局 審議会条例で建議を述べるという役割がありますが、いままでの委員

からのご意見をまとめましたので、中身の確認をして頂きたいと思いますが、

一部訂正をお願いします。一つは大綱を推進するための６つの基本方針等につ

いてとありますが、方針は６つあるのですが、ご意見を頂いた方針は４つであ

りますので誤解を受けないため、大綱を推進するために基本方針等についてに

訂正願います。それと、（５）補助金等の見直し基準とあるのを（４）補助金

等の見直し基準に訂正願います。 

それと、使用料・手数料の設定における基本方針の中に例示で示しております

が、文書にした方がいいでしょうか。あまり建議の中で例示をするのは少ない

ので。 

 

委員 これは町民に公表する訳ですよね。実際に記載していることは実施して

いると思うので、なければなくてもいいのではないかと思います。あれば解り

やすいと思いますが。 

 

委員 ここまで、我々がいうべきものなのかということで、逆にこれを記載し

てしまうと、それだけに捕われるようで、もっと大きな形での意見となるので

はないでしょうか。上段で人件費を含めた内部的経費の節減と記載されており

ますので。 

 

委員 具体的なことを記載しなければ、一般町民は記載されていなければ何を

いっているのかなと思います。例を示すことで役場も努力しているのだなと思

い自分達も努力しなければということになると思うのです。ここに例示がある

ことで何か問題はありますか。 



会長 あまり細かいことを記載すると、職員が動けなくなる場合があります。

例示の内容は町長がいってしまえばそれで済むことなので、あえてそこまで記

載する必要があるかどうかということだと思います。 

 

委員 実際にそれは、そういう意見があって住民に知らせるためには記載した

方がいいと思いますよ。 

 

会長 甘いという言葉は適当ですかね。 

 

委員 事務局の方ではどう考えていますか。 

 

事務局 この間の会議で指摘があり、本部会議で話しすぐに実行に取り組んで

おります。原案はなるべく委員の発言どおり作成しておりますが、中身的に人

件費を含めた内部経費の節減で通じると思いますが、その辺は委員の意見によ

ってまとめて頂きたいと思います。 

 

委員 建議という言葉からすると、細かいことまで記載したら切りがないので

はないかということです。解りやすいことは解りやすいと思いますが。 

 

副会長 いままでとは役場も変わって職員がそういうことに気を付けているの

だから、記載しなくてもいいのではないですか。 

 

会長 多くの人が見て誤解を受けないようにしなければならないので、こうい

う例示があると、そこに目がいってしまう恐れがあるので、上段の言葉だけで

も十分強く記載しておりますので。 

 

委員 私は、例示を示すのはいいと思いますよ。ただ甘いという言葉はどうか

と思いますが。 

 

会長 それでは、例示を残し、甘いという部分を削除して、取り組み等という

ことでどうでしょうか。（異議なし） 

 

会長 それでは答申する前に休憩します。休憩後に町長に答申しますので皆さ

んをそのままお待ち頂きたいと思います。 

休憩 午後１１時４０分 

開始 午後１１時４５分 



事務局 それでは、会長から町長へ答申します。よろしくお願いします。 

 

会長 ４回の会議に渡り審議を重ねた結果、次のとおり答申します。平成１９

年２月２６日、洞爺湖町長 長崎良夫様。洞爺湖町行政改革大綱について（答

申）平成１８年１２月１１日付け、洞総企第１２３号をもって当審議会に諮問

されましたことについて、慎重に審議した結果、洞爺湖町の行財政改革は別添

のとおり推進すべきものと結論を得ましたので答申します。今後、この答申を

洞爺湖町の行財政改革の基本方針として具体的な実施計画を速やかに策定され、

町民に公表し、町民とともに積極的に改革の目標達成に努力されるよう希望し

ます。なお、大綱等の審議過程における各委員の意見を別紙のとおり提起しま

すので、改革の推進にあたって十分に検討し対応され、より迅速で効果的な遂

行に努められますよう申し添えます。 

 

事務局 町長より挨拶があります。よろしくお願いします。 

 

町長 昨年の暮れ以来、何回かの審議会を開催し慎重に審議頂いた結果、本日、

答申頂いたことを心から皆様方のご努力にお礼を申し上げます。この行財政改

革については、洞爺湖町のみならず各地方自治体が直面している大変重大な課

題であります。皆様方が熱心にご審議頂いた結果の答申に沿って洞爺湖町の次

の段階である実施に向けて必ず実行すること、町民に公表することをしながら、

なるべく早く安定して行財政運営に努力をしていきたいと思います。特に７年

前の有珠山噴火による災害復旧の償還がちょうど重なってしまうような不利な

状況はありますが、職員共々努力を重ねて、次の世代に悔いを残すことのなう

ように改革や運営をおこなうよう努めていきたいと思いますので、どうか皆様

方も今後とも町の執行する行財政改革についてご指導賜りますようお願いしま

す。大変短い期間でしたが、お忙しい中を審議されたことを心か感謝申し上げ

ましてご挨拶に代えさせて頂きます。どうもありがとうございました。 

 

会長 それでは早朝からの会議でありましたが、無事答申も終りましたので本

日の会議は終了します。ご苦労さまでした。 

 

終了時刻 １２：００ 

 

 


